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古
物
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
条
文

○
古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
確
認
等
の
義
務
を
免
除
す
る
古
物
等
）

（
確
認
等
の
義
務
を
免
除
す
る
古
物
等
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金

額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
古
物
は
、

２

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
古
物
は
、

次
の
各
号
に
該
当
す
る
古
物
と
す
る
。

次
の
各
号
に
該
当
す
る
古
物
と
す
る
。

一

自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
ね
じ
、
ボ
ル

一

自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
ね
じ
、
ボ
ル

ト
、
ナ
ッ
ト
、
コ
ー
ド
そ
の
他
の
汎
用
性
の
部
分
品
を
除
く
。
）
を
含
む
。

ト
、
ナ
ッ
ト
、
コ
ー
ド
そ
の
他
の
は
ん
用
性
の
部
分
品
を
除
く
。
）
を
含
む

）

。
）

二

専
ら
家
庭
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
に
用
い
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録

二

専
ら
家
庭
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
に
用
い
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録

し
た
物

し
た
物

三

光
学
的
方
法
に
よ
り
音
又
は
影
像
を
記
録
し
た
物

四

書
籍


